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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ走査顕微鏡（ＬＳＭ）であって、
　少なくとも１つの光源であって、照明光線路が、前記少なくとも１つの光源から試料の
方向に延びる、前記少なくとも１つの光源と、
　試料光、好ましくは蛍光光を検出器構成体に伝達するための少なくとも１つの検出光線
路と、
　照明光線路と検出光線路とを分離するメインカラーフィルタと、
　少なくとも２つのマイクロレンズの光源グリッドを形成するためのマイクロレンズアレ
イと、
　照明光と試料との間に、少なくとも一方向で相対運動を形成するスキャナと、
　顕微鏡対物レンズとを備え、
　前記レンズアレイが、該照明光線路と該検出光線路との共通部分内に配置され、
　前記光源グリッドを用いて励起、散乱および反射のうちの少なくとも一方によって生成
され、前記レンズアレイによって視準化された試料光の複数の光線が、検出方向において
、異なる角度で単一のピンホールにフォーカスされる、レーザ走査顕微鏡。
【請求項２】
　前記レンズアレイは、前記メインカラーフィルタと前記スキャナとの間に配置されてい
る、請求項１に記載のレーザ走査顕微鏡。
【請求項３】
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　照明方向において、前記レンズアレイには、拡張された、好ましくは視準化された光線
を形成するための光学系が前置され、
　該光線は、該レンズアレイの複数のレンズによってその横断面において捕捉される、請
求項１または２に記載のレーザ走査顕微鏡。
【請求項４】
　拡張された光線からミニレンズにより形成された照明スポットを、前記スキャナと走査
光学系とを介して、前記顕微鏡対物レンズの前方の中間画像に伝達するための伝達光学系
が設けられている、請求項１～３のいずれか一項に記載のレーザ走査顕微鏡。
【請求項５】
　検出方向において、レンズアレイにより視準化された個別の光線が、第２のレンズ構成
体を介して前記単一のピンホールにフォーカスされる、請求項１～４のいずれか一項に記
載のレーザ走査顕微鏡。
【請求項６】
　前記単一のピンホールには、検出器構成体が後置され、
　該検出器構成体は、各個別の光線に１つの検出器を割り当てる、請求項１～５のいずれ
か一項に記載のレーザ走査顕微鏡。
【請求項７】
　照明方向における前記単一のピンホールの前方には、好ましくはＨＦＴの前方には、視
準化された個別の光線を形成するための第３のレンズ構成体が設けられ、
　該個別の光線は、前記レンズアレイの個別のレンズに当たる、請求項１～６のいずれか
一項に記載のレーザ走査顕微鏡。
【請求項８】
　前記第３のレンズ構成体は、２つのレンズグリッドから成り、
　該２つのレンズグリッドは、個別の光線のテレセントリックな光線路を形成する、請求
項７のいずれか一項に記載のレーザ走査顕微鏡。
【請求項９】
　照明部には、シングルスポット照明とマルチスポット照明とを切り替えるための切り替
えユニットが設けられている、請求項１～８のいずれか一項に記載のレーザ走査顕微鏡。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のスポットにより同時に試料をラスタ化し、画像記録時間の短縮を可能
にするレーザ走査顕微鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の顕微鏡は、たとえば特許文献１に記載されている。多重光線を形成する装置は
、たとえば特許文献２に記載されている。図５は例として、ＺＥＩＳＳ社ＬＳＭ７１０に
基づくＬＳＭ光線路を示す。付加的に特許文献３を開示の構成部分として参照されたい。
この文献は、さらなるＬＳＭ光線路を詳細に記述する。共焦点走査顕微鏡はレーザモジュ
ールを含み、このレーザモジュールは好ましくは複数のレーザ光源から成り、これらのレ
ーザ光源は波長の異なる照明光を形成する。照明光が照明光線として入力結合される走査
装置は、メインカラースプリッタ、ｘ－ｙスキャナ、および走査対物レンズ並びに顕微鏡
対物レンズを有し、これにより照明光線を光線偏向によって、顕微鏡ユニットの顕微鏡台
上に存在する試料の上に案内する。これにより形成され、試料から発する測定光線が、メ
インカラーフィルタと結像光学系とを介して、少なくとも１つの検出チャネルの少なくと
も１つの検出絞り（検出ピンホール）に向けられる。
【０００３】
　２つのレーザまたはレーザ群ＬＱ１とＬＱ２の光は、図５ではそれぞれ、照明光線と検
出光線路の分離のためのメインカラーフィルタＨＦＴ１とＨＦＴ２を介し、まず、好まし
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くはＸ方向およびＹ方向のための２つの独立したガルバノメータ走査ミラーから成るスキ
ャナにより、（図示しない）走査光学系ＳＣＯの方向へ、そしてこの走査光学系と顕微鏡
対物レンズＯとを介して、通常のように試料に達する。メインカラーフィルタは、切り替
え可能な二色性フィルタホイールとして構成することができ、波長の選択をフレキシブル
にするため交換可能でもある。試料光は、スプリッタＨＦＴ１、ＨＦＴ２を通過し、検出
部Ｄの方向に達する。ここで検出光はまず、ピンホールに前置および後置されたピンホー
ル光学系ＰＨＯを介してピンホールＰＨと、不所望の光線成分を狭帯域にろ波除去するた
めのフィルタ構成体Ｆであって、たとえばノッチフィルタから成るフィルタ構成体とを通
過し、ビームスプリッタＢＳ、ミラーＭおよびさらなる偏向部を介して、検出光線をスペ
クトル分解するためのグリッドＧに達する。前記ビームスプリッタＢＳは、任意選択で透
過成分に関して相応に接続されていれば、外部検出モジュールへの出力結合を可能にする
。グリッドＧにより分解された拡散スペクトル成分は結像ミラーＩＭによって視準化され
、検出構成体の方向に達する。検出構成体は、縁部領域にある個々のＰＭＴ１、ＰＭＴ２
と、中央に配置されたマルチチャネル検出器ＭＰＭＴから成る。マルチチャネル検出器の
代わりに別の個別検出器を使用することもできる。レンズＬ１の前方には光軸に対して垂
直に移動可能な２つのプリズムＰ１、Ｐ２が縁部領域に配置されている。これらのプリズ
ムは、スペクトル成分の一部を統合し、統合されたスペクトル成分はレンズＬ１を介して
個々のＰＭＴ１およびＰＭＴ２にフォーカスされる。検出光線の残りの部分は、ＰＭＴ１
とＰＭＴ２の面を通過した後、第２のレンズＬ２を介して視準化されスペクトル分解され
て、ＭＰＭＴの個々の検出チャネルに向けられる。プリズムＰ１、Ｐ２の移動によって、
試料光のどの部分をＭＰＭＴによりスペクトル分解して検出し、どの部分をプリズムＰ１
、Ｐ２を介して統合してＰＭＴ１とＰＭＴ２により検出するかをフレキシブルに調整する
ことができる。
【０００４】
　レーザ走査顕微鏡の制限要因はその走査速度である。現在のシステムにより、平均的条
件下で約５～１０画像／秒を走査することができる。
　画像記録時間を短縮するためのアプローチは、レゾナントスキャナの使用である。この
原理によりビデオ速度が達成される。しかしながらレゾナントスキャナは別の欠点を有し
、たとえば走査周波数が固定されている。極めて基本的に、走査速度が高い場合にはピク
セル時間も非常に短く、そのため試料からの十分な光を検出できるようにするために、こ
の時間における強度も非常に大きくならなければならない。これにより１つのスポットに
よるＬＳＭの速度が基本的に制限される。
【０００５】
　別のアプローチは、「スキャニングディスク」システムを使用することである。（たと
えばＺｅｉｓｓ社のＣｅｌｌ　Ｏｂｓｅｒｖｅｒ　ＳＤ）このシステムは、共焦点ピンポ
ールとして用いられる複数のホールを備える回転ディスクを使用する。ホールの数は非常
に多くすることができ、高い画像記録が達成可能である。しかしながらこのシステムでは
フレキシビリティが非常に小さく、たとえばホールの大きさを適合することはできない。
同様にｘｙスキャナの全ての利点、たとえば可変の画像サイズおよびズームファクタが失
われてしまう。検出される光強度は非常に小さい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６０２８３０６号
【特許文献２】独国特許公開公報第１９９０４５９２号
【特許文献３】独国特許公開公報第１９７０２７５３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、上記欠点をなくして走査速度を上昇させることである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の課題は独立請求項の特徴によって解決される。好ましい改善形態は従属請求項
の対象である。
　以下に示す本発明は、従来のスキャナにおいて使用するための複数のスポットの形成お
よび検出の問題を解決する。ｎ個のスポットによる走査によって画像記録時間は、１つの
個別スポットスキャナにより必要となる時間の１／ｎに短縮される。フレキシビリティは
走査スポットの所定のラスタによってだけ制限される。
【０００９】
　複数のスポットを形成するための主要要素は、ｎ個のレンズを備えるレンズアレイであ
る。
　欧州特許出願公開第７８５４４７号明細書では、フィルタリングのためのレンズアレイ
が検出部に設けられている。日本特許出願公開第１０３１１９５０号明細書には、「ピン
ホールアレイ」としてのホールプレートと共同作用するマイクロレンズアレイが記載され
ている。米国特許第６０２８３０６号明細書でも同様にピンホールアレイが使用される。
【００１０】
　本発明によれば１つのレンズアレイだけが、好ましくはメインカラースプリッタとスキ
ャナとの間に、しかしいずれの場合でも共通の照明光線路／励起および検出光線路内に配
置されている。大面積の、好ましくは視準化された励起光線によって照明される。照明側
では、ｎ個のレンズ数に対応してｎ個の焦点が発生する。全ての焦点はテレセントリック
に照明することができ、レンズの主光線は光学システムの軸に対して平行に延在する。１
つのさらなるレンズ（マルチスポット対物レンズ）によって全ての焦点が視準化され、同
時に、視準化された光線がシステムに光軸に向かって屈折される。これらの光線は、焦点
がテレセントリックに照明される場合、マルチスポットレンズの後方焦点に集まる。この
ポイントにシステムのスキャナが配置される。さらなる構成は、通常のＬＳＭの構成に対
応する。したがって、中間画像を形成する走査対物レンズが続く。この中間画像は、いま
や１つだけではなくｎ個のスポットを励起側に含む。スキャナ偏向によって、これらのス
ポットは共通に中間画像内で移動される。中間画像は、通常のように対物レンズを介して
試料に結像される。試料内には励起により、とりわけ蛍光光が形成される。この蛍光光は
、通常のように対物レンズによって中間画像に結像され、スキャナによりデスキャンされ
る。マルチスポット対物レンズは、別個の検出スポットを備えるさらなる中間画像を形成
する。これらのスポットは次に、ミニレンズアレイにより個別に無限大に結像される。こ
の個別の結像によって、全ての個別スポットが実質的に視準化された光線が発生する。こ
れらの光線はメインカラーフィルタを通過し、ピンホール対物レンズによって、好ましく
はただ１つのピンホールに結像される。以前は平行に延在していたことにより、全てのス
ポットはピンホール面に、種々異なる角度の下で「集まる」。これにより、１つの共通の
ピンホールを全ての光線に対して使用することが可能になる。このピンホールは調整可能
な直径を有することができ、この直径は全ての光線に対して実際上、同じように作用する
。（光線相互間の角度は非常に小さく、投影された面は全ての光線に対してほとんど同じ
大きさである。）光線がピンホールを通過した後、これらの光線は再び分かれる。このこ
とは、各１つの固有の検出器により全ての光線を別個に検出することを可能にする。
【００１１】
　本発明の主要な要素および利点は以下のとおりである。
・１つのレンズアレイによる複数のスポットの形成
・同じレンズアレイを、複数の検出スポットの平行視準化に使用すること
・使用される立体角を利用した、複数の検出スポットに対する１つの共通のピンホール
・ミニレンズアレイを使用することの結果としての、光線の平行化によるメインカラーフ
ィルタ上の小さな角度スペクトル（このことは、光線が通常の二色性である場合、フィル
タのエッジ急峻度を改善する）
　検出は、別個の光線路によって行うことも可能である。ピンホール対物レンズと個々の
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ピンホールの代わりに、ピンホールレンズアレイとピンホールアレイが使用される。この
実施形態の利点は、チャネル間のクロストークが小さいことである。小さな欠点は手間暇
が掛かることであり、付加的なレンズアレイと、とりわけピンホールアレイが必要になる
。全てのスポットがそれらのピンホールに中心で当たるようにするため、全ての光線路は
互いに正確に整合されなければならない。
【００１２】
　スポットサイズと間隔との比率は、レンズアレイのレンズの大きさ、レンズアレイのレ
ンズの間隔、およびレンズアレイのレンズの焦点距離によって自由に設定することができ
る。有利にはレンズアレイは、別のレンズアレイと交換可能にすることができる。最適の
励起作用を達成するために、レンズアレイのレンズは可及的に密でなければならない。な
ぜならレンズの間の領域に当たる励起光は使用されないからである。充填係数が小さくな
ければならない場合、励起光線路で前方に位置するテレスコープアレイによって、効率を
理論限界まで上昇させることができる。このために、入力側に高い充填係数を有するテレ
スコープアレイが導入され、スポットは同時に縮小される。そして出力側には光線が間隔
を置いて発生する。この間隔は、レンズアレイに応じて選択される。多くの場合、少数の
スポットによる走査が必要なこともある。原理的に励起光線路は簡単に遮光され、これに
より比較的少数のミニレンズが照明される。残りの励起光は失われる。改善された変形例
は、たとえば視準化された励起光線を縮小する可変光学系を使用することにより得られる
。これは有利には交換コリメータの導入により達成される。交換コリメータは２つのレン
ズを含んでおり、これらの両方がファイバからの光を視準化する。比較的小さなレンズが
、コリメータレンズとの交換で横断面から拡張する光を形成し、この横断面は複数の個別
レンズを把捉し、ここでは光線束がレンズアレイの１つのレンズだけを照明する。このよ
うにして１つスポットだけが発生し、システム全体は通常のＬＳＭのように動作する。こ
の１つのスポットの励起強度はｎ倍の大きさであり得る。検出側では対応の検出器を読み
出すだけで十分である。それにもかかわらず、たとえば試料の厚さについての付加的な情
報を獲得するために、他の複数の検出器をともに読み出すことができる。
【００１３】
　スポットの形成は、ＨＦＴの前方の照明装置に移すこともできよう。この場合、検出側
には別個の焦点が発生し、これらの焦点はピンホールアレイにより弁別することができる
。このような変形例は、検出光線路中の構成素子を最少にし、したがって検出光損失を最
小にする。しかし面倒な構成素子が必要であり、ミニレンズアレイの誤差は補償されない
。なぜなら構成素子が励起側でしか使用されないからである。
【００１４】
　以下本発明の有利な実施形態を、図１～４に基づき詳細に説明する。
　以下の参照符号が使用される。
Ｆ：ファイバ
ＫＯ：ファイバコリメータレンズ
Ｈｆｔ：顕微鏡のメインカラーフィルタ
ＬＡ１．．．ｎ＞：ｎの個別レンズから成るレンズアレイ
Ｌ：マルチスポットレンズ
ＳＣ：スキャナ
ＳＣＯ：スキャナ対物レンズ
ＺＢ：中間画像
Ｏ：顕微鏡対物レンズ
ＤＥ：検出光線路
ＰＨＯ：ピンホール対物レンズ
ＰＨ：個別ピンホール
ＺＢ１、ＺＢ２：中間画像面
ＤＥ１．．ｎ：ｎ個の個別検出器から成る検出器アレイ
ＰＨＡ：ピンホールアレイ
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ＭＬＡＰＨ：ピンホール・マイクロレンズアレイ
ＭＬＴ：ミニレンズ・テレスコープ
ＡＷ：交換コリメータ
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）は特定部分の試料方向における照明方向成分を示し、（ｂ）は特定部分に
おける試料光を検出する検出方向成分を示し、（ｃ）は特定部分における検出器全高の光
線路を示す。
【図２】（ａ）は特定部分の試料方向における照明方向成分を示し、（ｂ）は特定部分に
おける試料光を検出する検出方向成分を示し、（ｃ）は特定部分における検出器全高の光
線路を示す。
【図３】（ａ）は特定部分の試料方向における照明方向成分を示し、（ｂ）は特定部分に
おける試料光を検出する検出方向成分を示し、（ｃ）は特定部分における検出器全高の光
線路を示す。
【図４】（ａ）は特定部分の試料方向における照明方向成分を示し、（ｂ）は特定部分に
おける試料光を検出する検出方向成分を示し、（ｃ）は特定部分における検出器全高の光
線路を示す。
【図５】ＬＳＭ光線路を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１～４は、共通にそれぞれ、（ａ）特定部分の試料方向における照明方向成分、（ｂ
）特定部分における試料光を検出する検出方向成分、（ｃ）特定部分における検出器全高
の光線路を示す。それぞれ図１（ａ）、図２（ａ）、図３（ａ）、図４（ａ）に基づき、
参照符号に基づいて図示されたエレメントは、参照符号がなくても、図１（ｂ）、図２（
ｂ）、図３（ｂ）および図４（ｂ）の構成部分に対応する。照明光がファイバＦから拡散
して出射し、コリメータＫＯを介して視準化され、顕微鏡のメインカラーフィルタＨＦＴ
により試料の方向に反射され、レンズアレイＬＡに達する。ＬＡにより中間画像ＺＢ１に
形成された照明スポットは、マルチスポットレンズＬを介して視準化され、光軸に対して
屈折され、テレセントリックな照明の場合、スキャナＳＣが配置されているＬの後方焦点
に集まる。スキャナ対物レンズＳＣＯの後方の中間画像ＺＢ２に形成された焦点はさらに
、図示しない顕微鏡対物レンズＯを介して試料に結像され、これにより少なくとも一次元
スキャナによって照明スポットが試料上で移動される。試料から発する光は、同じエレメ
ントを介して検出部ＤＥの方向に達する。検出部はそれぞれ図１（ｃ）、図２（ｃ）、図
３（ｃ）、図４（ｃ）の部分に詳細に図示されている。ＨＦＴにおける照明光線路および
検出光線路は入れ替えても良く、その場合、照明光はＨＦＴを透過して試料の方向に達し
、ＨＦＴは試料光を検出部の方向に反射する。
【００１７】
　図１（ｃ）では、ＬＡの通過後に視準化された個別の光線がピンホール対物レンズによ
ってピンホールの面に集束される。したがって、ただ１つのピンホールが必要なだけであ
る。ＰＨＯの焦点距離の２倍の位置には、照明された個々の試料スポットに対応する検出
器ＤＥ１．．．ｎがあり、これらは試料により形成された蛍光分布を検出する。
【００１８】
　図２（ｃ）では、個別ピンホールの代わりにＬＡのマイクロレンズの焦点にピンホール
アレイが使用され、このピンホールアレイには検出器アレイＤＥ１．．．ｎがさらに後置
されている。
【００１９】
　図３（ａ）では、ファイバコリメータＫＯに加えて、順番に配置された２つのミニレン
ズアレイから成るテレスコープアレイがＨＴＦの前方に、視準化された個々の光線束を形
成するために後置されている。光線はさらにＭＬＡを介して試料方向に達する。
【００２０】
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　図４（ａ）には、交換ユニットＡＷが破線で示されており、これにより図１のコリメー
タと、ただ１つの中心光線を形成するためのシングルレンズとを交換することができる。
中心光線は、ＴＡとＬＡで中心軸とそれぞれ１つのレンズだけを通過し、これにより試料
上に１つのスポット照明を形成する。これによりシングルスポットＬＳＭとマルチスポッ
トＬＳＭとを簡単に切り替えることができる。本発明の前記実施形態は、任意のＬＳＭ光
線路で実現することができる。図５による光線路の場合、これは、図示のメインカラーフ
ィルタＨＦＴ１またはＨＦＴ２のうちの１つの後方、かつ照明方向でスキャナの前方が考
えられる。
【００２１】
　本発明は、記述された実施形態に拘束されるものではなく、当業者であればさらに有利
に構成することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】
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